






　児童・生徒が学校で等しく勉強できるように、経済的にお困りの保護者に対して、学用品費や通学用品費などの
学校で必要とする費用の一部を援助しています。
　希望する方は、学務課へ申請の手続きをお願いします。
　詳細は、市ホームページ（右のQRコードからアクセス可）をご確認ください。＜トップページ→子育て・
教育→学校・就学→就学援助・奨学金＞

令和７年度
就学援助申請受付
～希望する方はお忘れなく！～

令和７年度
就学援助申請受付
～希望する方はお忘れなく！～

※世帯構成・年齢・家賃月額などにより異なります。

　他の要件もありますので、市ホームページをご確認いた
だくか、学務課へお問い合わせください。

４月から
スタート！

問合せ／学務課　☎481-7473

問合せ／指導室　☎481-7480

問合せ／指導室　☎481-7480

対象者 申請の手続き 援助の内容

世帯人数
収入例
所得例

2人
約275万円
約184万円

３人
約376万円
約256万円

４人
約425万円
約296万円

５人
約535万円
約383万円

・小学校6年生　約11万円
・中学校3年生　約13万円

支給金額の例（年額）

①お知らせ・申請書の配付
　毎年4月上旬に各学校から児童・生徒全員に配付します。
　その他、学務課で受け取るか、市ホームページからダウン
ロードすることも可能です。
　※現在電子申請の導入に向けた準備を進めています。準備
　　が整い次第、手続き方法の詳細をご案内します。

②必要書類
・申請書
・必要な証明書等のコピー（必要な方のみ。申請書の裏面を
　ご確認ください。）

③提出方法
　学務課へ持参又は郵送

④受付期間
　4月分から支給を受ける場合は、令和7年4月30日（水）ま
でに申請してください。
　5月1日（木）以降に申請し、認定となった場合は、申請を受
け付けた月の翌月分からが支給の対象となりますので、お早
めにご提出ください。

　調布市に居住し、公立小・中学校に在籍する児童・生徒
の保護者で、所定の認定要件に該当する方です。申請内容を
審査して決定します。

主な認定要件
いずれか１つに該当する方は対象です。
・世帯全員の市民税が非課税である。
・児童扶養手当を受給している。
・世帯の所得の合計が基準額未満である。

収入・所得額の目安
給与所得・賃貸住宅の場合

お子さんの養育や教育について、誰に相談すればよ
いかとひとりで悩んでいらっしゃいませんか。お気軽
にご相談ください。

　来所相談　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3 歳から 18 歳くらいまでのお子さんについての相談をお受けしています。お子さんと保
護者に来所していただき、心理相談員による継続的な相談やプレイセラピーを行います。

問合せ／指導室　☎481-7633

　就学相談
　通常の学級における指導では、その能力を十分に伸ばすことが困難で、特別な支援
が必要なお子さんに、適切な教育の場を提供するための相談を行っています。
【就学相談（令和8年度入学）のご案内】
令和8年4月入学予定のお子さんの就学相談のお申込みは、令和7年4月から受付予定
です。詳細は、市ホームページに掲載します。

問合せ／指導室　☎481-7634

　電話相談
　専門の相談員が、学校生活や子育てに関する相談を匿名でお受けしています。
【受付時間】平日午前9時～午後5時15分（土・日曜日、祝日を除く）

問合せ／指導室　☎481-7777

　教育支援コーディネーターへの相談
　小学校 1 年生から中学校 3 年生までのお子さんに関する学校・家庭での困りごとや
気になることについての相談をお受けしています。

問合せ／指導室　☎ 481-7718・7719

教育相談の
ご案内

　調布市立中学校の子どもは、平日の運動時間が少
ない傾向にあることがわかっています。そこで、調布
市教育委員会は、普段の生活の中で、体を動かす習
慣をつくることで、結果として体力が向上し、健康的
な生活を送ることができるような取組を始めます。
　新たな取組として、「ちょこプラ1（ワン）調布」
と題した取組を全校で実施します。「ちょこプラ1（ワ
ン）調布」では、きっかけとなるはじめの1分間を
大切にして体を動かしていくことで、結果として、1
日平均60分以上身体活動を行う子どもを増やし、
体力の向上につなげていきたいと考えています。 
　調布市立学校の教員が集まって開催した「体力向
上検討委員会」では、これからの体力向上の取組に求められる方向性を確認し、
新たな取組としての「ちょこプラ1（ワン）調布」について、各学校でどのように取
り組んでいくのか、学校間で情報共有を行いました。
　「ちょこプラ1（ワン）調布」は、各学校の実態に応じた取組を推進していきます。

調布市立学校で
新しい体力向上の
取組が始まります ！

　中学校の部活動は、全国的に少子化が進展し、一部の集団競技では、
チームを編成することができず試合に出場することが困難な活動があるこ
とや休日の指導・大会引率などの活動を担う教員に大きな負担があるこ
とから、これまでと同様の体制で活動を継続することが困難な状況にあ
ります。このような状況を踏まえて国や東京都の指針が示され、市では、
市の実態に合った部活動の地域連携・地域移行を実現するため、パブリッ
ク・コメントを経て、令和6年12月に「調布市立中学校部活動地域連携・
地域移行に関する推進計画」を策定しました。
　今後は、この推進計画に基づき地域連携・地域移行に向けた取組を実
施し、令和９年度以降、可能な限り早期に全ての休日部活動において地
域連携又は地域移行を実施し、生徒が地域人材等による技術指導を受け
られていることを目標に進めていきます。

※地域連携とは、学校が主体となって行う部活動において、部活動指導員等
　の地域人材を活用しながら生徒の活動機会を確保するものです。
※地域移行とは、地域が主体となって行う地域クラブ活動によって、部活動
　を代替するものです。

※部活動の地域連携・地域移行に向けた取組については、
　市ホームページ（右の QRコードからアクセス可）を
　ご覧ください。

市立中学校部活動地域連携・地域移行に向けて

　学用品費・通学用品費・
校外活動費・新入学学用品
費・新入学準備金・移動教
室費・修学旅行費・卒業記
念品費・体育実技用具費・
通学費・医療費・給食費

※学年や認定月により受けら
　れる援助の内容や支給金額
　が異なります。詳細は、４月に
　配付するお知らせをご確認
　ください。

　部活動の地域連携・地域移行に向けた取組として、令和6年12月～
令和 7年3月にかけて、合同部活動や地域クラブ活動のトライアル事業
を実施しました。このトライアル事業での成果や課題を検証し、調布
の地域資源を活用した「調布モデル」の構築を検討していきます。

令和６年度トライアル事業を実施

（マルチスポーツ（ディスクサッカー）） （スポーツクライミング）

☆紙面上では市外局番の042の表記を省略しています ちょうふの教育No.90（4）


